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オープンイノベーション促進税制の見直し

1．改正のポイント

（1）趣旨・背景

（2）M&A型の制度の概要（改正前）

大企業

向け

スタートアップ企業への投資に一定の貢献をしているものと見込まれているオープンイノベーション促進税制につ

いて、適用期限の延長が行われるとともに、スタートアップ企業の出口としてM&Aの促進は極めて重要であること

から、本税制のうちM&A型の制度の見直しを実施する。これにより、海外に後れを取っているスタートアップ企業へ

のオープンイノベーションの促進を図る。

対象法人（制度適用法人）が一定のスタートアップ企業（発行法人）の過半数を有することとなった場合に、その取

得価額の25％相当額を特別勘定として経理処理することで同額の所得控除（損金算入）ができる制度である。な

お、一定の取崩し要件に該当した場合には、対応する部分の金額を益金に算入する仕組みとなる。

中小企業

向け
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1．改正のポイント

（2）M&A型の制度の概要（改正前）

大企業

向け

【イメージ図】

中小企業

向け

出典：経済産業省「オープンイノベーション促進税制（M&A型）の概要」
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（3）M&A型の適用類型の拡大

大企業

向け

既存の制度では、発行法人以外の者から購入により株式を取得した場合には、発行済株式数の50％超を取得しな

ければ、M&A型のオープンイノベーション促進税制が適用できなかったが、一定の要件を満たした段階取得も対象

とする改正が行われる。また、発行法人の成長発展が図られたことが明らかな場合において、対象法人と発行法人の

間で合併が行われたときは、所得控除分の取崩しの負担を軽減する改正も行われる。

中小企業

向け

一括購入による取得
（一部改正あり）

段階的な取得
（改正により拡充）

対象株式 発行法人以外の者から購入により取得した株式 左記同様

取得価額の
下限と上限

【下限】
・対象法人は大企業・中小企業問わず、７億円以上に引き上げ
（改正前：5億円）

【上限】
200億円

【下限】
・対象法人は大企業・中小企業問わず、3億円以上

【上限】
200億円

議決権割合 取得後の議決権割合の過半数を有すること
・取得直前の議決権割合が過半数でないこと

・株式取得の日から3年以内に議決権の過半数を
有することが見込まれること

他の制度との
併用不可

同一のスタートアップ企業への投資に対して
段階取得の制度を利用していた場合には適用不可

取得の日が令和5年4月1日以後のものにつき、
同一のスタートアップ企業への投資に対して

新規出資型の制度を利用していた場合には適用不可

所得控除割合 取得価額×25％ 取得価額×２０％

取崩事由

①特定株式の取得から5年経過（成長投資・事業成長の要件を満たす場合を除く）
②対象法人が議決権の過半数を有しないこととなった場合
③経済産業大臣の証明がされない場合
④配当を受けた場合
⑤対象法人を合併法人とする合併によりスタートアップ企業が解散した場合　等

①特定株式の取得から3年経過（3年以内に議決権の過半数を有した場合を除く）
②左記①～⑤と同様とされる見込み

その他要件 既存制度と同様とされる見込み

内容

M&A型
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大企業

向け

改正前はM&A型の制度を利用した対象法人を合併法人とする合併によりスタートアップ企業が解散した場合には、

特別勘定の残高を取り崩して一括で益金算入することとされていたが、改正後はスタートアップ企業の事業の成長発

展が図られたことが明らかな場合には、合併の日を含む事業年度の翌事業年度開始の日から5年間で特別勘定の残

高を均等に益金算入することが可能となった。

なお、この制度は改正により拡充された段階取得においても適用される。

（4）吸収合併があった場合の特別勘定の取崩しに係る税負担の軽減（M&A型）

改正前

改正後

5年目4年目3年目2年目1年目合併事業年度・・・

特別勘定残高
１００

特別勘定残高
１００

特別勘定残高
１００

一括益金算入

5年目4年目3年目2年目1年目合併事業年度・・・

特別勘定残高
１００

特別勘定残高
１００

特別勘定残高
２０

特別勘定残高
２０

特別勘定残高
２０

特別勘定残高
２０

特別勘定残高
２０

5年間で均等
に益金算入

中小企業

向け
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２．適用時期

３．実務上の留意点

４．今後の注目点

大企業

向け

大綱に記載なし

・吸収合併をした場合に一括で益金算入する必要がなくなることで、対象法人の一括納税を免れ急激なキャッシュフ

ロー悪化を防ぐことが期待される。

・スタートアップ企業にマイノリティ出資をする段階から本税制を適用できる余地が生まれた。

・一方で適用要件の引上げによる本税制の適用範囲の縮小も予想される。

・大綱に記載されているその他所要の措置の内容

・段階取得型において株式の取得日から5年経過するまでに成長投資・事業成長の要件に該当しなかったときは

取崩し要件に該当するのか

・吸収合併があった場合の特別勘定の取崩しに係る税負担の軽減の要件にスタートアップ企業の事業の成長発展

が図られたことにつき明らかにされた場合とあるが、この手続きをどのように実施するのか

（5）新規出資型の適用要件の引き上げ

対象法人が大企業の場合の最低投資金額が2億円（改正前：1億円）に引き上げられる。

また、対象法人がスタートアップ企業に投資する場合において、すでに同企業に対して段階取得による制度が適用さ

れているときは、新規取得型の制度対象から除外される。

（6）適用期限の延長
上記までの措置を講じた上で、本制度の適用期限が2年延長（２０２８（令和１０）年3月31日までの期間内に特定株

式を取得して、その取得した事業年度終了の日まで引き続き有している場合において適用）。

中小企業

向け


